
 

2021 年 2 月 15 日 
 
 

日本電子債権機構株式会社 
 

電子債権記録業（電手決済サービス）に関する業務規程の一部改定について 

 
 
  日本電子債権機構株式会社（代表取締役 三輪 E

み わ

A AE英明 E

ひであき

A、以下「当社」といいます。）は、2021
年 2 月 15 日付にて、電子債権記録業（電手決済サービス）に関する業務規程の一部を改定いたし

ましたので、以下の通りお知らせいたします。 
 

 

（１）改定の内容 

当社が記録業務受託者に委託することができる業務について、一部の電子記録に係る記録

業務を追加いたしました。 

なお、本件改定によるお客さまの事務手続き、手数料の変更はございません。 

 

（２）電子債権記録業（電手決済サービス）に関する業務規程（新旧対照表：下線部変更箇所） 

改定前 改定後 

（記録業務受託者への委託） 

第５条 記録機関は、次に掲げる業務を、主務

大臣の承認を得た上で、記録業務受託者へ

委託することができる。 

（１）～（６） 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

附則 

（略） 

（効力発生日） 

第３条（略） 

（新設） 

（記録業務受託者への委託） 

第５条 記録機関は、次に掲げる業務を、主務

大臣の承認を得た上で、記録業務受託者へ

委託することができる。 

（１）～（６） 略 

（７）記録機関が行う電子記録のうち、変更記

録（電子記録を削除する変更記録を含む。）

及び支払等記録（債権記録に記録されてい

る支払期日において口座間送金決済の方

法により行われるものを除く。）に係る記

録業務 

 

附則 

（略） 

（効力発生日） 

第３条（略） 

４ 第５条第７号の改正規定は、令和３年２月

１５日に効力を生じる。 

 

 
以 上 


